
 

平成 18 年８月７日 

各 位 
会 社 名 株 式 会 社 シ モ ジ マ 

代 表 者 名 代表取締役社長 下 島 和 光 

（コード番号 ７４８２ 東証第一部） 

問合わせ先 取締役経理本部長 谷 中 浩 三 

（TEL.   ０３－３８６２－８６２６） 

  

米国子会社の異動（譲渡）に関するお知らせ 
 

 当社は、平成 18 年８月７日開催の取締役会におきまして、当社の米国非連結子会社である

HEIKO Inc.の株式を下記のとおり譲渡することを決議いたしましたので、お知らせいたしま

す。 

 

記 

 

１．異動の理由 

   HEIKO Inc.は、当社の米国進出の第一歩とすべくハワイに設立いたしましたが、経営

資源の集中と選択の見地から海外戦略の見直しを実施いたしましたところ、米国内の市

場規模、趣向性の違いなどから、現状では当初の目的を期待できないものと判断いたし

ました。HEIKO Inc.に、当社製品の納入を継続し米国市場への浸透を深めることを託し、

HEIKO Inc.取締役の現地責任者に全株式を譲渡することといたしました。 

 

２．異動する子会社の概要 

   (1)  商号       HEIKO Inc. 

   (2)  代表者名     代表取締役社長 下島淳延 

   (3)  本店所在地    517 Ahui Street, Honolulu, Hawaii 

   (4)  設立年月日    平成 12 年４月 25 日 

   (5)  主な事業内容   包装用品、店舗用品、事務用品の販売 

   (6)  決算期      ３月 31 日 

   (7)  従業員数     ５名 

   (8)  資本金      805,000US$ 

   (9)  発行済株式総数  80,500 株 

   (10) 最近事業年度における業績の動向 

 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 

売上高 662,808US$ 668,301US$ 

経常利益 22,607US$ 25,647US$ 

当期純利益 22,607US$ 25,677US$ 

総資産 590,826US$ 594,538US$ 

株主資本 530,294US$ 555,971US$ 

１株当たり配当金 0 0 

 



３．株式の譲渡先 

   当社保有株式すべてを HEIKO Inc.取締役下島則久氏に譲渡いたします。 

       

４．譲渡する株式数、譲渡金額及び譲渡前後の所有株式数の状況 

   (1) 異動前の所有株式数   80,500 株  所有割合 100％ 

   (2) 異動株式数       80,500 株  譲渡金額 447,500US$ 

（１株当たり 5.56$） 

   (3) 異動後の所有株式数        0 株  所有割合   0％ 

     なお、上記譲渡金額は米国公認企業鑑定士の評価によるものであります。 

 

５．譲渡の日程 

   平成 18 年８月７日    取締役会決議 

   平成 18 年８月７日    株式売買契約締結 

 

６．当期の業績に与える影響 

   当該株式売却による、当社業績への影響は軽微であります。 

 

以  上 
 


